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第一級アマチュア無線技士 ｢法規」試験問題

２５問２時間

Ａ－１次の記述は、電波法及び電波法に基づく命令において使用する用語の定義を述べたものである。電波法（第２条）の規定に照らし、

門内に入れるぺき正しい字句の組合せを下の1から４までのうちから一つ選べ

｢電波｣とば[=口以下の周波数の電磁波をいう。

鰯篭譲灘ｔ三田麓綬|鬘|芝鯛鯛:：
｢無線iiH鋪」とは、無線f圏僑無線電話その他漣波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

｢無線局｣とは無線設備及び無線設備の□を行う者の総体をいう｡ただし受信のみを目的とするものを含まなし％
[無線従事者］とは、無線設備の操作又はその監潜を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
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Ａ－２次に掲げる事項のうち、無線局の予備免許の際に総務大臣から指定される事項に該当しないものはどｵuOも電波法（第８鋼の規定に照

らし、下の１から４までのうちから一ﾌ選'、

４空中線$MH力１工頚蕗成の期限 ２無線設備の設置場所 ３懲波の型式及び周波数

ｌﾂﾞ〔の記述は、無線局の免許内容の変更及び変更検査について述べたものである。電波法（第１７条及び第１８条）の規定に照らし、

「=１内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の'から4までのうちから一つ選べ
Ａ－３

①免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらか

じめ総務大臣の許可を受けなければならなし、ただし、無線設備の変更の工事であって総務省令で定める軽儲bt劇打頁については、この限

りでない

②①のただし書の事項について無繍設備の変更の工率をしたときは､遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なけ】Iu錘らなしＬ

③①の変更の工事は､「可に変更を来すものであってはならず､かつ､電波法第7条(申請の審査)第１項第１号の技術基１１回に合致
するものでなければならなし＄

④①の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けﾌﾟﾐﾆ免許人は､総務大臣の検査を受け、当該変更又は

工事の結果が□に適合していると認められた後でなければt「訂してはならない｡ただし､総務省令で定める場合は､この限
りでない。

⑤④の検査は､④の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録点検事業者(注l）又は登録外国点検

事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においてIよ

その一部を省略することができる。

注１飽波法第２４の２（点検9J業者の麹劃第１項の登録を受けた者をいう。

２魎協度法第２４の１３（外国点検嗽F罰e者▽〕遼録等）第１項の丑j5tを受けた者をいう。
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第３章に定める技術基封ｇ

①の許可の内容

第３章に定めるi交附基準ｌ

①の許可の内容
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A－４次の記述I土免許状の訂正について述べたものである｡無線局免許手続規則魔22条)の規定に照らし､「~］内に入れるべき量も
適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選'、

① 免許人は､免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長

「、を付して､その旨を申請するものとする。
①の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状〔

を含む。以下同じ｡）に対し、

②①の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。

③総務大臣又は総合通信局長は､①の申請による場合のほか､職権により免許状の訂正を行うことがある。

④免許人は､②の新たな免許状の交付を受けたときは､遅滞なく旧免許状をｒ面可。
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Ａ－５次に掲げる用語の定義のうち、電波法施行規則（第２条）の規定に照らし、誤っているものを下の１から４までのうちから－つ選'、

１１笛１１当周波数」とは、無線局に割り当てられた周波数儲の中央の周波数をいう。

２１特性周波数ｊとは、与えられた発射において容易に識別し、かつ、測定することのできる周波数をいう。

３「基準周波数」とは、割当周波数に対して、固定し、力つ、特定した位腫にある周波数をいう。この場合において、この周波数の割当

周波数に対する偏位は､特性周波数が発射によって占有する周波数帯の中央の周波数に対してもつ偏位と同一の絶対値及び同一の符号を

もつものとする。

４「占有周波数舗幅｣とは､その上限の周波数を超えて$A射され､及びその下限の周波数未満において籟射される平均電力がそれぞれ与
えられた発射によって籟射される全平均電力の1ﾊﾟｰｾﾝﾄに等しい上限及び下限の周波数帯輻をいう｡ただし､周波数分割多璽方式の
場合、テレビジョン伝送の場合等１パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯輻の定義を実際に適用することが困難な場合に

おいては、異なる比率によることができる。

A－６次の記述'よ趣波の型式の表示について述べたものである｡電波&t錘fi弓規則(第4条の2)の規定に照らし､、内に入れるべき正
しい字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ遇'、

①「Ａ１Ａ」は､主殿送波の変調の型式が振幅変調で両側波帯、主搬送波を変調する信号四生質がデジタル信号である単一チャネルのも

のであって変調のための副搬送波を使用しないもの及(I屋送IiV報の型式０;瑠営であって「X~1を目的とするもの
②「H3E｣は､君NR送波の蕊､の塗bがif認21罰調で「面可による単UUmj錦F､主搬送波を変調する信号の性質がｱﾅﾛｸﾞ信号である単
一チャネルのもの及び伝送情報の型式が電話（音響の放送を含むb）のもの

③「G7D｣はEiｺﾞ般送波の変調の型麺埆度変調で「てＴ主搬送波を変調する信号の性質が回である2以上のﾁｬﾈﾙのも
の及び伝送情報の型式がデータ伝送､ｉ齪衞i測定又は適鞠指令のもの
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A－７次の記述は､高圧電気に対する安全懸没について述べたものである｡電波法施行規則(第22条)の規定に照らし､[司内に入ｵしる
べき正し1,浮自句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選'、

高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[~７，又は直流の電圧750ﾎﾞﾙﾄを超える麺気をいう｡)を使用する電動発醗変圧器ろ
波器整流器その他の機器は､外部より鶴に触れることができないように､l鶴､:へ！､体又は回の内に収容しなけｵu鈍らない。
ただし､「C~lのほか出入できないように設備した場所に装置する場合は､この限りでなし＄
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A－８次の記述は､送信装置の周波数の安定のための条件について述べたものである｡無線設備規則(第１５条)の規定に照らしI司内
に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の１から４までのうちから一つ選/、

::騨鰯蒙騨識慧慧:|鴻字竪馬}芸:fl蓋iziEE二'二登丁1:嚇鰯…
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Ａ
榴
魎

Ｂ

影響を受けない

麹同周波数に影響を与えない

影響を受けない

発振周波数に影響を与えない

Ｄ

麹厨司波数に影』響を与えない

影響を受けない

発掴百i波数に影響を与えない

影響を受けない
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Ａ－９次の記述は、アマチュア無線局の目的外使用の禁止等について述べたものである。電波法（第５２条から第５５条まで及び第１１０条）

の規定に照らし､Ｆ]内に入れるべき殿も適切な字句の組合せを下の'から4までのうちから一つ選,、

①無線局は､免許状に記載された目的又は通信の相手方若し<1ｺ通信事項の篭l亜Iを超えて運用してはならなしLただし、次に掲げる通信

については、この限りでなし＄

（１）迩鑓薗信（２）緊急通信（３）安全通信（４）非常通信（５）放送の受信（６）その他総務省令で定める通信

②無線局を運用する場合においては､□、識'脂監電波の型式及び周波数は､免許状に記剛itされたところによらなければならな
’、ただし､遭難通信については、この限りでなし＄

③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次に定めるところによらなけ扣忌Eならない。ただし、迩離通信については、この限

りでない

圏繍呈悲↑誌ｂで…
④無線局は､免許状に記蠅itされた運用許容時間内でなけれI鼠運用してはならないただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場

合及〔〕鯰務省令で定める場合は、この限りでな',＄

⑤回に違反して無線局を運用した者は､1年以下の懲役又は'００万円以下の罰金に処する。
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①k②､③の(1)又}:j④の規定

①（②､③の②又１３④の規定

①ｋ②､③の(1)又Iｺﾞﾛ④の規定

①（②、③の(2)又に力④の規定

記載されたものの樋西内

１
２
３
４

記載されたもの

記載されたものの範囲内

記載されたもの

A-10次の記述は､混信等の防止について述べたものである｡電波法(第56条)の規定に照らし､月内に入れるべき正し1,字句の組合
せを下の１から４までのうちから一つ選'、

臣i霞騨5E芸子:壜i協鰯i翼,:塞嚇i霧欝if'i碧聲iyi童i=fR雲霧ｉＷｉ衞獺澱艤く｡)…
注宇宙から発する矼波の受信を基礎とする天文学のための当RjFin波の受信の業務をいう。

》》蔀
茄

Ｂ

その運用を阻害するような圃曾その(也oDIp6害

いかなる微弱なレベルにおいても混信

その運用を阻害するような混信その他の妨害

い力なる微弱なレベルにおいても〃寵

Ｃ

Ⅱ四選通信
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迩篭通信、緊急通信､安全通信及び非常通信

Ａ－１１無線局は、無織幾器の試験又は露盤のため電波の発射を必要とするときは、電波を発射する前にどうしなければならない力も無線局運用

規則（第３９鋼の規定に照らし、最も適切なものを下の１から４までのうちから一つ選、

１発射しようとする電波の空中線電力力澱も適当な値となるように送信機の出力を調整しなけ』lTばならない。

２自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確か

めなけｵM薮ならない。

３発射しようとする電波の周波数をあらかじめ測定しておかなければならなし＄

４自局の発射しようとする電波の周波数に隣接する周波数において他の無線局が重要な通信を行っていないことを確かめなけｵしばなら

なし＄

qIYOO83



Ａ－１２１次の記述は、モールス無線電信による通信中において、ｉ昆信の防止その他の必要により使用電波の建武又は周波数の変更の要求を受けた

無線局が、これに応じようとするときにとらなければならない措置について述ぺたものである。無線局運用規則（第３５条）の規定にHWら

し､、内に入れるべき正しい字句の組合せを下の1から4までのうちから-つ選'、

通信中において、混信の防止その他の必要により使用愈波の型式又は周波数の変更の要求を受けた無線局は、これに応じようとするとき

は､「囚」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは､「回」及び変更によって使用しようとする周波数(又は電波の型
式及び周波数）１回を錦(て送信する｡)、直ちに周波数（又は魎波の型式及び周波数）を変更しなけオリ王ならない。
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A-13次の記述は､電波の発射の停止について述べたものである｡電波法(第72条)の規定に照らし､Ｆ]内に入れるべき正しい字句の
組合せを下の１から４までのうちから一つi馨/、

①総務大臣は､無線局の発射する電波の質が電波法第２８条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当謬無線局に対

してｒＸ１電波の発射の停止を命｢ずることができる。
②総務大臣I土①の命令を受けた無線局からその発射するf鐵波の質がi麹皮法第２８条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申

出を受けたときは、「面可させなけｵM錘らなし＄
③総務大臣は､②の規定により発射する電波の質がi趣波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは､直ちに□しな
けｵIばならなし＄

Ｂ

【職員を無線局に派遣し、当該無線設備のU検査を

その無線局に；趣皮を試験的に発射

職員を無線局に派遣し、当該無線設備の検査を

その無線局に電波を試験的に発射

Ａ

期間を定めて

期間を定めて

臨時に

臨時に

》》識》 旨
旨
の
の

ｃ
そ
そ
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Ａ－１４次に掲げる記述のうち、アマチュア無線局の免許人が鰯波法､放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反

したとき、総務大臣が当該アマチュア無線局に対して行うことがある処分に該当するものはどｵﾛｳも鬮波法(第７６鋼の規定に照らし、

下の１から４までのうちから一つ選、

１３箇月以内の期間を定めて運用の停止を命ずる゜

２３箇月以内の期間を定めて通信の相手方又は通信事項を制限する。

３６箇月以内の期間を定めて電波の型式を制限する。

４再免許を拒否する。

A－１５次の記述は､無線従事者の免許の取消し等について述べたものである｡電波法(第79鋼の規定に照らし､、内に入れるべき正
しい字句の組合せを下の１から４までのうちから－つ選べ

同、以内の期間を定めてその総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は

「面可することができる。
（１）鬮波法若し<I:j電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

（２）不正な手段により免許を受けたとき。

(3)「で~]に欠陥があって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。

月
月
月
月

箇
箇
箇
箇

Ａ
３
３
６
６

鍵
鍛

限
こ
限
こ

》》銅》 癌 鋳鐸

Ｃ

身体

著し<心身

著し<心身

身体
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Ａ－１６次の記述は、アマチュア無線局の免許人が行う総務大臣への報告について述べたものである。電波法(第８０条及び第８１条）の規定に

照らし､□内に入れるべき正しい字句の組合せを下の'から4までのうちから-つ選べ

①免許人は、次に掲げる場r合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなけ】ｌＬばならなしＬ

（１）、[１を行ったとき。
（２）電波法又は、詞の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
③無線局がﾀ11堕1において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

②総務大臣は､□その他無線局の適IEな運用を確保するため必要があると認めるときは､免許人に対し､無線局に関し報告を求め
ることができる。 榴一Ｉ嘘Ｉ歴

Ｂ

懇皮法に基づく命令

Ｃ

混h:｢の除去

無線通信のｆｉＵ字の徽燭寺趣気通信事業法 抽辨》

A－１７次に掲げる周波数帯のうち、国蕊電気通信連合憲章に規定する無線通信規貝1１（第５条）の周波数分配表において、アマチュア業務に分配

されている周波数帯はどiI1’0も下の１から４までのうちから一つ選'、

１
２
３
４

１４，０００ｋＨｚ～１４，３５０ｋＨｚ

１４，３５０ｋＨｚ～１４，５５０ｋＨｚ

１４，５５０ｋＨｚ～１４，６５０ｋＨｚ

１４，６５０ｋＨｚ～１４，８５０ｋＨｚ

Ａ－１８次の記述は、通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合ﾂ懸章（第３７条）及兀N国際電気通信連合i騒章に規定する無線通信

規則(第１７条Jの規定に照らし､、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選'､､

①構成国は、ｒＸ１の秘密を確保するため､使用される電気通信のｼｽﾃﾑに適合する「百コをとること錨束する。
②主管庁は､国際電気通信連合憲章及ひ国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり､次の事項を「訂するために必要な措
置を執ることを約束する。

（１）公衆の－AIU的f11用を目的としていない無線通信を許可なく傍受Fすること。

（２）(1)にいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について、許可なく、その内容若しくは単にその有在を漏らし、又

はそれを[万］こと。

棹櫻櫻檸
Ｂ『“『鍼

蠅 》 》》

錘
》

及
及

し
し

ｃ
謎
謎
誕
識

Ｄ

公表若し<}おFII用する

他人の用に供する

公表若しくは利用する

他人の用に供する

１
２
３
４

A-19次の記述は､｢有害な混信｣の定義について述べたものである｡…電気通i富連合憲章僻l属翻の規定に照らし､Ｆ]内に入れるべ
き正しい字句の組合せを下の'から4までのうちから一つ選'、なお､同じ記号の[弓内には､同じ字句が入るものとする。

「有害な混信]とは､#WS腺航行業務その他の［Ｚｎの運用を「訂し､又は無繩藺信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な
悪影響を与え､若しくはこれを「訂し若しくは「訂する混信をいう。

Ｂ
嬬
鍛
轌
鱸

》
騨
嶬

》 Ａ
犠
錦

『》》藷

Ｃ》
纈鐸》

１
２
３
４
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に規定する無線通信規則の違反を認めた局は、どのようにしなＡ－２０国際電気通l藺連合憲章、国際電気通信連合条約又Ｉ

ければならなし功も同規則（第１５条）の規定に照’の規定に照らし、正しいものを下の１から４までのうちから一つ選ﾀﾞ、

１違反した局に連絡しなければならない。

２違反した局の属する国の主管庁に報告しなければならない

３違反した局の属する国の主管庁及〔n劃際電気通信連合に報告しなけｵuxならなし＄

４違反を認めた局の属する国の主管庁に報告しなけTITばならなし＄

Ｂ－１次の記述は、アマチュア無線局の廃止等について述べたものである。i魎皮法（第２２条から第２４条まで、第７８条､第１１３条及び第

１１６条，の規定に照らし､、内に入ｵしるべき殿も適切な字句を下の1から１０までのうちからそれぞれ一つ選､なお､同じ記号
の(司内には､同じ字句が入るものとする。

免許人は､その無線局を□ときは､その旨を総務大臣に届け出なければならない。
免許人が無線局を廃止したときは、免許は､その効力を失う。

①
②
③
④
⑤
⑥ :側臺１ﾐﾘ二二麟逹i:鱗！

無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であっ

無線局の免許がその効力を失ったときは、免創旧人であっ

①の規定に違反して届出をしない者及Ｄｉｏの規定に違反

④の規定に違反した者は､Ｆ、に処する。

、●。

５廃止した

１０送ｌｉ識麺

４廃止する

９空中線

３１箇月

８廃棄

１１００万円以下の罰金

６返納

２１０日

７３０万円以下の罰金

B－２次の記述は、アマチュア無線局における周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法（第３１鋼及び電波法施行規則

（第'1条の3)の規定に照らし､□内に入れるぺき最も適切な字句を下の'から'０までのうちからそれﾉぞｵ'戸つ選'、

①ｱﾏﾁｭｱ無線局の送信設備であって総務省令で定めるものには､そのi娯差が使用周波数の許容偏差の「詞以下である周波数HM定
装歴を備え付けなければならな',＄

②①の総務省令で定める送信設備は､次に掲げる送信設備以外のものとする。

（１）ｒＴｌ周波数の電波をfID目するもの
（２）空中線電力「ﾗｰ1以下のもの
（３）①の周波数脚b寸言袋歴を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が撹淀されることとなっているもの

（４）当該送信設備の無線局の免許人がﾘｉＵに備え付けた①の周波数測定裳歴をもってその使用電波の周波数をIHim舗勵定し得るもの

（５）送信設備7i､ら発射される電波の[三コをＦ子~]以内の誤差で測定することにより､その鰯波の占有する周波数;i;輻が､当該無
線局がiib作することを許される周波数帯内にあることを確認Fすることができる装置を備え付けているもの

２割当周波数

７５０ワット

３特性周波数

８１０ワット

４４分の１

９２分の１

５０．０２５パーセント

１００．２５パーセント

１２６．１７５ＭＨｚを超える

６２６．１７５ＭＨｚ以下の

B－３次のアからオまでに掲げる無線電信通信に使用するＱ符号とその意義との組合せが、無線局運用規則（第１３鏑の規定に照らし、対応
しているものを１，対応していないものを２として解答せよ。

意義

こちらの周波数は、変化しま司りﾌｸも

こちらの伝送は、混信を受けています力も

こちらは、送信機の電力を減少しましょう力も

そちらは、通信中でﾌﾞﾗ0％

こちらの信号には、フェージングがあります力＄

Q符号

ＱＲＨ？

ＱＲＮ？

ＱＲＰ？

ＱＲＺ？

ＱＳＢ？

ア
イ
ウ
エ
オ

B－４次に掲げる事項のうち、無線従事者規則（第５１鋼の規定に照らし、免許証を返納しなければならなしI場合に該当するものを１，該当
しないものを２として解答せよ。

ア無線従事渚ﾗｸs免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したとき。

イ無線従事者が死亡したとき。

ウ無線従事者が免許の取消しの処分を受けたとき。

エ無線従事者が無線設備の操作に引き続き１０年間従事しなかったとき。

オ無線従事者がその免許IF[得後、５年を経過したとき。
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次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。国際電気通信連合ﾂ騒章に規定する無線通信規則（第２５鋼の規定に照らし、

月内に入れるべき量も適切な字句を下の1から１０までのうちからそれぞれ一つ選'、

Ｂ－５

①異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号は除き、

「ﾃ丁されたものであってはならない。
②ｱﾏﾁｭｱ局は､□に限って「訂の伝送を行うことができる｡主管庁は､その管鞄、こあるｱﾏﾁｭｱ局への本条項の適用
について決定することができる。

③ｱﾏﾁｭｱ局の最大電力はｒ三~]が定める。
④国際電気通信連合憲章､国際電気通信連合条約及び無線通信規則の「牙１一般規定は､ｱﾏﾁｭｱ局に適用する。

技術特性に関するアマチュア局以外の局との国I豊通信２関係主管庁 ４匡際電気通信連合

８意味を隠ｱｳﾌﾟとめに暗号化

１
５
９ ６伝送効率を高めるために高速化

１０第三者のために国際通信

通信回線のふくそう時

緊急時及び災害教団時
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平成２０年８月期

第一級アマチュア無線技士「法規」合格基準及び正答

１試験問題ＨＹＯＯ８（２５問２時間）

２合格基準

満点及び合格点満点１２５点合格点８７

配点内訳Ａ問題２０問１００点（１問５点）

Ｂ問題５問２５点（１問５点、

３正答

Ａ問題（配点各５点）

合格点８７点

（１問５点）

（１問５点、ただし、小設問各１点）

(配点各１点）Ｂ問題

上

三一三二二二 二二一一二
・
団
■
■
団
■
団

1１

問題 正答 問題 正答

Ａ－１ ３ Ａ－ｌｌ ２

Ａ－２ ２ Ａ－１２ ３

Ａ－３ ２ Ａ－１３ ４

Ａ－４ ４ Ａ－１４ １

Ａ－５ ４ Ａ－１５ ２

Ａ－６ ２ Ａ－１６ ３

Ａ－７ １ Ａ－１７ １

Ａ－８ ４ Ａ－１８ １

Ａ－９ ３ Ａ－１９ １

Ａ－１０ ３ Ａ－２０ ４

問題 正答 問題 正答

Ｂ－１

ア

イ

ウ

コニ

オ

４

３

６

９

７

Ｂ－４

ア

イ

ウ

ユニ

オ

１

１

１

２

２

Ｂ－２

ア

イ

ウ

コニ

オ

９

１

８

３

５

Ｂ－５

ア

イ

ウ

二こ

オ

８

９

１０

２

７

ア １

イ ２

ウ １

エ ２

オ １


